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　　　所　　　 管 　　　課 健康づくり推進課
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審査基準

審査基準及び標準処理期間整理個表

小児慢性特定疾病医療費の支給認定の変更

小児慢性特定疾病医療費の支給認定の変更を行う。

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第19条の5第2項

児童福祉法第１９条の５第１項に基づき、児童福祉法施行規則第7条の２６に規定されている事項の変更に際
しては、「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条
第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度（厚生労働
省告示第四百七十五号）」、及び児童福祉法施行令第二十二条並びに児童福祉法施行規則第七条の二十
を基準とし、児童福祉法第１９条の９第２項,第３項の規定に該当しないこと。

【根拠法令等】

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）
第十九条の五　医療費支給認定保護者は、現に受けている医療費支給認定に係る第十九条の三第五項の
規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要
があるときは、都道府県に対し、当該医療費支給認定の変更の申請をすることができる。
②　都道府県は、前項の申請又は職権により、医療費支給認定保護者に対し、必要があると認めるときは、厚
生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、都道
府県は、当該医療費支給認定保護者に対し医療受給者証の提出を求めるものとする。
③　都道府県は、前項の医療費支給認定の変更の認定を行つたときは、医療受給者証に当該変更の認定に
係る事項を記載し、これを返還するものとする。

児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）
第七条の二十六　法第十九条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事
項とする。
一　法第十九条の三第五項の規定に基づき定められた指定小児慢性特定疾病医療機関
二　小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額に関する事
項
三　医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称
第七条の二十七　法第十九条の五第一項の規定に基づき医療費支給認定の変更を申請しようとする医療費
支給認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に医療受給者証を添えて都道府県に提出しな
ければならない。
一　当該医療費支給認定保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾
病児童等との続柄
二　当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、性別、居住地及び生年月日
三　前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
四　その他必要な事項
②　前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府
県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させる
ことができる。



【認定基準】
○児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二
項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度（厚生労働省告
示第四百七十五号）
※変更になった疾患名が対象基準に合致している疾患であるかどうかを審査。

○児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７１４号）　第二十二条（自己負担上限月額）
※自己負担限度額変更にかかる書類にて自己負担上限月額の階層区分の変更に該当するかどうかを審査。

児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７１４号）
第二十二条　法第十九条の二第二項第一号の政令で定める額(次項において「小児慢性特定疾病医療支援
負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者(法第十九条の三第七項に規定する医
療費支給認定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とす
る。
一　次号から第七号までに掲げる者以外の者　一万五千円
二　次のイ又はロに掲げる者(次号から第七号までに掲げる者を除く。)　一万円
イ　医療費支給認定(法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定をいう。以下この条において同じ。)
に係る小児慢性特定疾病児童等(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下こ
の条において同じ。)及び当該小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるも
の(以下この項において「医療費支給認定基準世帯員」という。)についての指定小児慢性特定疾病医療支援
のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六月までの場合にあつて
は、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による
特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八
条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二
十五万千円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
ロ　医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医
療支援(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。)について、費用が高額な治療
を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県によ
る認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第四号ロにおいて「高額治療継続者」という。)
又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病に
よる身体の状況若しくは当該小児慢性特定疾病に係る治療の内容に照らして療養に係る負担が特に重い者
として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受
けた者(次号及び第四号ロにおいて「療養負担過重患者」という。)である場合における当該医療費支給認定に
係る医療費支給認定保護者
三　医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児
慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から六
月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第
二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合計した額が七万千円未満(医療費支給認定
に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者である場合にあつては、二十五
万千円未満)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者(次号から第七号までに
掲げる者を除く。)　五千円
四　次のイ又はロに掲げる者(次号から第七号までに掲げる者を除く。)　二千五百円
イ　市町村民税世帯非課税者(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準
世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあ
つた月が四月から六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない
者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦
課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該医療費支給認定に係る
医療費支給認定保護者をいう。次号において同じ。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等
及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者(生活保
護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であ
つて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護
者
ロ　医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者であつて、
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小
児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が四月から
六月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項
第二号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が七万千円未満である場合にお
ける当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者



五　市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年
(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が一月から六月までの場合にあつては、前々年とする。以下こ
の号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二
項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第二十五条の十三第一項第三号及び第二十七条の十
三第一項第三号において同じ。)、当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年の合
計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第三十五条第
二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる金額の合計額
とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円」とあるのは「八十万円」として同項の規
定を適用して算定した額)をいい、当該額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定小児慢性特定疾
病医療支援のあつた月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく
特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者
又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特
定疾病医療支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合
における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者(次号及び第七号に掲げる者を除く。)　千二百
五十円
六　医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができ
ない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する
旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者である場合における当該医療費支給
認定に係る医療費支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。)　五百円
七　次のイ又はロに掲げる者　零
イ　医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特
定疾病医療支援のあつた月において、被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以
下同じ。)である場合又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当
該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
ロ　イに掲げる者のほか、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、費用が著しく高額な治療を著
しく長期間にわたり継続しなければならないことその他の事情を勘案して特別の配慮を必要とする者として厚
生労働大臣が定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
②　医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十
六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指
定難病をいう。)の患者(以下この項において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医
療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と生計を一にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下こ
の項において「医療費算定対象世帯員」という。)が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは
支給認定を受けた指定難病の患者である場合における小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額は、前項
の規定にかかわらず、同項各号に掲げる医療費支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額に医療
費支給認定保護者按あん分率(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費算定対象
世帯員に係る次の各号に掲げる額を合算した額をもつて当該各号に掲げる額のうち最も高い額を除して得た
率をいう。)を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
一　前項各号に掲げる医療費支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額
二　難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)第一条第一項各
号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の区分に応じ、当該各号に定める額

○児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）　第七条の二十（指定医療機関）
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の９第２項,第３項の規定に該当しないこと。（指定医療機関）
※追加する医療機関が指定医療機関であること、その疾患に係る医療支援を受けることが相当であるかどうか
を審査。

児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）
第七条の二十　都道府県は、法第十九条の三第五項の規定に基づき、指定小児慢性特定疾病医療機関(こ
れに準ずるものとして都道府県知事が認める医療機関を含む。)の中から、当該医療費支給認定に係る第七
条の九第一項又は第七条の二十七第一項の申請書における記載を参考として、当該医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けることが相当と認められるものを、当該医療
費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特
定疾病医療機関として定めるものとする。



児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）
第十九条の九　第六条の二第二項の指定(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関の指定」という。)は、厚生
労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下
同じ。)又は薬局の開設者の申請があつたものについて行う。
②　都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児
慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。
一　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である
とき。
二　申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三　申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四　申請者が、第十九条の十八の規定により指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消され、その取
消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消された者が
法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規
定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下「役員等」とい
う。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定小児慢性特定疾病医
療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があつた日前六十日以内に当該者
の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
ただし、当該取消しが、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由とな
つた事実その他の当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者が有していた責任の程
度を考慮して、この号本文に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しに該当しないこととす
ることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
五　申請者が、第十九条の十八の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しの処分に係る
行政手続法第十五条の規定による通知があつた日(第七号において「通知日」という。)から当該処分をする日
又は処分をしないことを決定する日までの間に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機
関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算
して五年を経過しないものであるとき。
六　申請者が、第十九条の十六第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結
果に基づき第十九条の十八の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消しの処分に係る聴
聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当
該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)
までの間に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞退の申出をした者(当
該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであると
き。
七　第五号に規定する期間内に第十九条の十五の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の辞
退の申出があつた場合において、申請者が、通知日前六十日以内に当該申出に係る法人(当該辞退につい
て相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該辞退について相当の理
由がある者を除く。)の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八　申請者が、前項の申請前五年以内に小児慢性特定疾病医療支援に関し不正又は著しく不当な行為をし
た者であるとき。
九　申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十　申請者が、法人でない者で、その管理者が第一号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
③　都道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小
児慢性特定疾病医療機関の指定をしないことができる。
一　当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険
医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でないとき。
二　当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、小児慢性特定疾病医療費の支給に関
し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第十九条の十三の規定による指導又は第十
九条の十七第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。
三　申請者が、第十九条の十七第三項の規定による命令に従わないものであるとき。
四　前三号に掲げる場合のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定小児慢性特定疾病
医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。



手続の流れ

市 民 所管課 

1週間～1か月 

審査・交付 

申請 

※添付書類の内容確認がある場合、関連機関

との照会があり時間を要す。 
 

※関連機関 
※必要時 

1週間～2週間 1週間 

回答※ 照会※ 


